
 

 

 

 

 

 

吸収分割に係る事前開示書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年２月３日 

株式会社ニッスイ 



2026年２月３日 

株式会社ニッスイ 
代表取締役社長執行役員 田中 輝 

 

吸収分割に係る事前開示書面 

(会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に基づく開示事項) 
 

当社は、2026年１月26日付で弓ヶ浜水産株式会社（以下「弓ヶ浜水産」といいます）との間

で締結した吸収分割契約（以下「本吸収分割」といいます）に基づき、2026年４月１日を効力

発生日として、当社を分割会社、弓ヶ浜水産を承継会社とする吸収分割を行うこととしました。

本吸収分割に関し、会社法第782条第１項及び会社法施行規則第183条に定める事項は下記のと

おりです。 

 

 

１．吸収分割契約 

  別紙１のとおりであります。 

 

２．分割対価の定めの相当性に関する事項 

完全親会社が完全子会社になす吸収分割であり、債権者を害するおそれもない規模の吸収

分割のため、分割対価の交付はありません。 

 

３．会社法第 758 条 8 号に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４．吸収分割に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

  当社は新株予約権を発行しておりません。 

 

５．承継会社の計算書類等に関する事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等 

最終事業年度の弓ヶ浜水産の計算書類等は、別紙２のとおりです。 

（２）最終事業年度後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況

に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

６．分割会社における最終事業年度後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の

会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

  該当事項はありません。 

 

７．吸収分割が効力を生ずる日以後における分割会社の債務及び承継会社の債務の履行の見込

みに関する事項 

（１）分割会社の債務の履行の見込みについて 

   本吸収分割の効力発生後の当社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれ

ます。また、本吸収分割後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、債務

の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません。したがって、本



吸収分割後における当社の債務について履行の見込みがあるものと判断いたします。 

（２）承継会社の債務の履行の見込みについて 

本吸収分割により、弓ヶ浜水産が承継する債務はありません。 

 

８．事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の該当事項を開示いたしま

す。 

以上 

 



（別紙１）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割契約書 











（別紙２） 
 
 
 
 
 
 
 

計算書類等 

（ 自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日 ） 

 

①貸借対照表 
 

②損益計算書 
 

③株主資本等変動計算書 
 

④個別注記表 
 

⑤事業報告書 
 

⑥監査報告書 
 
 
 
 
 
 

弓ヶ浜水産株式会社 















＜重要な会計方針＞ 

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

製品・商品：移動平均法による原価法 

   貯蔵品   ：個別法による原価法 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産(リース資産を除く)： 

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設

備および構築物は定額法を採用しています。） 

無形固定資産(リース資産を除く)： 

定額法を採用しています。 

リース資産： 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用しています。 

 

(3) 引当金の計上基準 

賞与引当金：従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。 

 

(4) 収益及び費用の計上基準   

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見 

込まれる金額で収益を認識しております。 

 

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税及び地方消費税：税抜方式 

 

＜貸借対照表の注記＞ 

(6) 有形固定資産の減価償却累計額          3,660,681千円 

 

(7) 関係会社に対する債権債務   売掛金         40,007千円 

前払費用          694千円 

未収入金       57,791千円 

買掛金         2,074千円 

短期借入金    3,008,344千円 

未払費用        10,641千円 

 

＜損益計算書の注記＞ 

(8) 関係会社との取引           営業取引       2,757,183千円 

  

 

 

 

 



＜株主資本等変動計算書に関する注記＞ 

(9) 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普通株式 23,000 0 0 23,000 

  

＜１株当たり情報の注記＞ 

1株当たり純資産額            10,898円 62銭 

1株当たり当期純利益          11,163円 19銭 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第１２期 事 業 報 告 
 

 

自 2024年 4月 1日 

至 2025年 3月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弓ヶ浜水産株式会社 

 

 

 

 

 

 



１．会社の現況 

（１）事業の経過および成果 

①事業概況 

     当会計年度におけるわが国経済は、インバウンド需要の拡大や雇用・所得環境の改善などにより経済

環境に改善傾向が見られました。一方で、ウクライナ情勢の長期化や中東情勢の緊迫化、不安定な為替

の変動などにより、依然として先行きは不透明な状況が続いています。 

当社においては、気候変動による海水温上昇や自然災害の激甚化、台風進路の変化などにより厳しい

事業環境となり、国内鮭鱒の相場は堅調に推移しましたが、自社養殖品の減産で減収減益となりました。 

このような状況下で当会計年度の営業成績は、売上高は 2,841百万円(前期比 367 百万円減)、営業利

益は 180 百万円(前期比 205 百万円減)、経常利益は 162 百万円(前期比 205 百万円減)、当期純利益は

256百万円(前期比 75百万円減)となりました。  

 

②設備投資の状況 

当会計年度の設備投資は、総額 162百万円を実施しました。 

  建物           1百万円 (佐渡箱根清水電気工事) 

構築物           3百万円 (自転車小屋増設、排水処理設備等) 

機械装置          53百万円 (フィッシュカウンター、自動活締機等)  

船舶             102百万円 (中古船購入改造等) 

車両運搬具       2百万円 (中古フォークリフト等)  

工具器具備品      1百万円 (梱包計量機架台、ドライスーツ等)   

合計           162百万円 

 

③財産および損益の状況の推移                                （単位：千円） 

    ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 

第８期 第９期 第１０期 第１１期 第１２期 

売上高 1,950,834 2,008,693 2,529,918 3,208,698 2,841,327 

営業利益 △237,000 6,166 318,416 385,859 180,124 

経常利益 △215,096 △22,994 305,575 367,905 162,346 

当期純利益 △221,060 △80,019 302,142 332,240 256,753 

１株当たり 

当期純利益 

△9,611円

32銭 

△3,479円

12銭 

13,136円

58銭 

14,445円 

24銭 

11,163円 

19銭 

総資産 4,421,241 3,881,740 4,136,919 3,984,559 4,130,782 

純資産 △682,319 △762,339 △338,325 △6,085 250,668 

 

④対処すべき課題 

今後の経済見通しは、経済環境に一定の改善傾向が見られますが、国際情勢はウクライナ情勢の長期

化など不透明な状況となっています。国内も急激な為替変動に加え、物流費・人件費の上昇が見込まれる

など先行き不透明な情勢となっています。 

当社の事業環境においても、燃油・電気・人件費・各種資材費の高騰、気候変動による海水温上昇、自

然災害の激甚化、台風進路の変化など厳しい状況が予想されますが、各事業所で最大生産を実現するた

めの生産基盤強化を実現するとともに、サステナビリティの取組みを更に強化し、企業価値向上に努めて、



地域社会に貢献してまいります。 

当社は、境港(鳥取県)、佐渡(新潟県)、大槌(岩手県)で銀鮭などの養殖を行っており、三陸(宮城)、海外

に比べて、養殖期間、立地環境などで相違があります。このような経営環境の中で、次の方針により、中期

経営計画(2025年度から 2027年度)の初年度である 2025年度は、売上高 3,580百万円、営業利益 300百

万円を計画しており、環境(自然、社会、市場、人財、技術、社会課題など)変化に対し、逆風時でも安定し

た活動と収益を確保できる仕組みの構築を実現してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主要な事業の内容 

当社は、銀鮭などの養殖、加工、販売を営んでおります。一貫生産(採卵、孵化、稚魚淡水育成、海面

養殖、水揚げ、加工)のもと、生鮮、冷凍加工品を株式会社ニッスイに販売しております。 

 

（３）主要な事業所及び工場 

名称 所在地 

本社 （事務所工場） 鳥取県境港市竹内団地２０５ 

養殖部 中野漁具置場 鳥取県境港市福定町１８４６ 

養殖部 本宮養魚場   鳥取県米子市淀江町本宮２２８－１ 

養殖部 福原川養魚場 鳥取県倉吉市関金町明高１４３ 

養殖部 清水川養魚場 鳥取県倉吉市関金町堀５３２－２ 

 養殖部 船上山採卵センター 鳥取県東伯郡琴浦町山川８１０－１ 

米子陸上養殖センター 鳥取県米子市淀江町佐陀字灘浜１４５１ 

養殖部 佐渡事業所 新潟県佐渡市和木３２７－１１ 

養殖部 胎内養魚場 新潟県胎内市富岡新川１９２０－２ 

食品部 佐渡工場 新潟県佐渡市両津夷３６９ 

養殖部 東日本事業所 岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里２－１－１３ 

 

（４）使用人の状況 

従業員数 人数 前期比増減 平均年齢 平均勤続年数 

社員 96 10 35 5.6 

契約社員 56      △3 48 5.2 

計 152 7 40 5.4 

2025年度方針(目標数値：売上高 35.8億円、営業利益 3億円)  

・環境（自然、社会、市場、人財、技術、社会課題など）変化に強くなり、予算数字を 

 確実に達成する。 

・マネジメントシステムに魂を入れる。 

 各部署で環境変化課題を抽出し、年間作業計画作成、責任と権限の明確化、 

 進捗管理体制構築、組織的改善活動を通じて、自律的組織になる。 

 （自律的組織：指示待ちではなく、自ら進んで行動する組織） 

・組織横断的体制で社内課題を解決する。 

 個人・自部署で解決できない課題は、社内・社外に広く解決策を求め、スピード感、 

 納期意識を持ち、目標達成に向かって全社一丸となって取り組む。 



 

（５） 重要な親会社及び子会社の状況  

親会社の状況 

    当社の親会社は株式会社ニッスイであり、同社は当社の株式を 23,000株（出資比率 100％）保有 

しています。当社は親会社へ養殖銀鮭などの販売、輸入鮭鱒などの受託加工を行っております。 

 

（６）主要な借入先及び借入額 

借入先 借入残高 

株式会社ニッスイ  3,008,344千円 

 

２．会社の株式 

会社の株式に関する事項 

株式の状況 

① 発行可能株式総数  50,000株 

② 発行済株式の総数  23,000株 

③ 株主数                 1名 

④ 上位の株主 

株主名 持株数 議決権比率 

株式会社ニッスイ 23,000株 100％ 

 

３．会社の役員  

会社役員に関する事項 

（１）当社の会社役員に関する事項 

氏名 地位および担当 重要な兼職の状況 

鶴岡 比呂志 

山本 長 

矢島 裕久 

鈴木 秀典 

前田 充穂 

田中 輝 

大平 全人 

細野 聖 

佐藤 隆広 

代表取締役社長 

常務取締役 

常務取締役 

取締役 

取締役 

取締役 

取締役 

取締役 

監査役 

 

 

 

 

 

株式会社ニッスイ 取締役 (注) 

株式会社ニッスイ 水産事業副執行 

株式会社ニッスイ 水産事業第二部長 

株式会社ニッスイ 中四国支社業務課長 

    (注) 田中輝氏は、2025年 5月 14日付で株式会社ニッスイの代表取締役社長に就任しております。 

 

  （２）取締役および監査役の報酬等の額 

区分 支給人員 報酬等の額(千円) 

取締役   8     50,841 

監査役   1 360 

合計   9     51,201 

 



監 査 報 告 書 

 

監査役は、2024年 4月 1日から 2025年 3月 31日までの第１２期事業年度の取締役の職務の執行

を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。 

 

   １．監査の方法及び内容 

監査役は取締役及び社員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると

ともに、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行に関する事項

の報告を受け、重要な決裁書類などを閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しました。  

また、会計帳簿の調査を行い、事業報告、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本変動

計算書及び個別注記表）及びそれらの付属明細書につき検討致しました。 

 

２．監査の結果 

（1）事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。 

② 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認

められません。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

計算書類及び附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認めます。 

 

2025年 5月 12日 

 

弓ヶ浜水産株式会社 

監査役  佐藤 隆広 
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